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在宅就業障害者支援制度

在宅就業障害者に仕事を発注する事業主に対して、障害者雇用納付金制度において、
特例調整金・特例報奨金を支給します。
また、事業主が在宅就業支援団体（在宅就業障害者に対する支援を行う団体として

厚生労働大臣に申請し、登録を受けた法人）を介して在宅就業障害者に仕事を発注す
る場合にも、特例調整金・特例報奨金を支給します。

契約締結の際に、在宅就業支援団体は、特例
調整金・特例報奨金の算定対象となる「業務
の対価」の総額（　　）を事業主に明示 在宅就業障害者 事業主 

①契約の締結 
（契約条件を文書記載） 

 

①契約の締結 
（契約条件を文書記載） 

 

②仕事の発注 

③納品 

④業務の対価 

⑤発注証明書交付 

④支払額 

（ ii ）登録の通知 

都道府県労働局 

（ i ）登録の申請 

※　報告聴取 
　　立入検査 

※　業務規程の届出 
　　定期報告（年に１回） 

⑦支給 

⑥申請 
在
宅
就
業
支
援
団
体 

特
例
調
整
金
・
特
例
報
奨
金
の
支
給
（
高
障
機
構
） 

支援 

高障機構が定め
る様式に「発注
証明書」を添付
して申請 

「業務の対価」
の総額（　　）
に応じて支給 

登録要件 

○　在宅就業障害者に対して、就業機会の確保・提供の
ほか、職業講習、就職支援等の援助を行っている法人
であること 

○　常時10人以上の在宅就業障害者に対して継続的に支
援を行うこと 

○　障害者の在宅就業に関して知識及び経験を有する３
人以上の者を置くこと（うち１人は専任の管理者とす
ること） 

○　在宅就業支援を行うために必要な施設及び設備を有
すること 

※　初回の登録には登録免許税の納付が必要 

在宅就業支援団体は、業
務運営基準に適合する方
法により、契約の締結等
の業務を実施しなければ
ならない。 


